
１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ 　 　 ○
訂正・変

更
有

2 社外取締役 ○ 　 ○
訂正・変

更
有

3 社外取締役 ○ ○
訂正・変

更
有

4 社外取締役 ○ ○
訂正・変

更
有

5 社外取締役 ○ 　 △
訂正・変

更
有

6 社外取締役 ○ ○
訂正・変

更
有

３．独立役員の属性・選任理由の説明
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提出日 2026/6/9 異動（予定）日 2026/6/25

独 立 役 員 届 出 書

会社名 コスモエネルギーホールディングス㈱ コード 5021

独立役員届出書の
提出理由

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。

番号 氏名
社外取締役／
社外監査役

独立役員
役員の属性（※２・３）

高山 靖子

浅井 恵一

栗山 年弘

異動内容
本人の
同意

井上 龍子

栗田 卓也

鈴木 貴子

番号 該当状況についての説明（※４）

該当事項はありません。 1981年に農林水産省入省後、2003年にＦＡＯ（国連食糧農業機関）・ＷＦＰ（国連世
界食糧計画）に対する常駐日本政府代表に就任し、世界経済の成長へ寄与しました。現
在は渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士であるとともに他社の社外取締役と
しても活躍されています。
農林水産省でのご経験や現役の弁護士や他社の社外取締役としての豊富な知見に基づ
き、当社では指名･報酬委員会の委員としても後継者計画や業績連動役員報酬の更なる
高度化に向け、専門性を生かした助言を行いました。同氏は当社の属する業界にとらわ
れない幅広い知見から社外取締役としての職務を適切に遂行していただいております。

該当事項はありません。 1984年に建設省（現国土交通省）入省後、2009年に同省都市・地域整備局まちづくり
推進課長に就任し、都市開発を通して日本経済の発展に寄与しました。2011年から
は、東日本大震災復興対策本部事務局参事官として復興政策を指揮し、2020年には国
土交通省国土交通事務次官に就任されました。2021年に同省退官後、三井住友信託銀
行㈱顧問や東京大学の特任教授を務めております。
国土交通省、他社での顧問及び特任教授における経験に基づき、当社では指名･報酬委
員会の委員としても後継者計画や業績連動役員報酬の更なる高度化への助言を行いまし
た。同氏は当社の属する業界にとらわれない幅広い知見から社外取締役としての職務を
適切に遂行していただいております。

選任の理由（※５）

該当事項はありません。 1984年に日産自動車㈱に入社。2001年にルイ・ヴィトングループ等複数の企業で女性
をターゲットとした商品のＰＲやマーケティングを行い、その知見を活かして活躍され
ました。2010年にはエステー㈱に入社し、デザイン革命でヒット商品を数多く生み出
し、2013年には同社代表執行役社長に就任されました。
2023年には同社会長に就任しており、豊富な社外取締役経験等も含めて、当社の属す
る業界にとらわれない幅広い知見から社外取締役としての職務を適切に遂行していただ
いております。

該当事項はありません。 ㈱資生堂にて、お客さま対応、ＣＳＲ部門の責任者および常勤監査役を歴任し、さらに
複数の上場会社における社外役員や中央労働委員会の委員を経験されています。
同氏は当社において、指名・報酬委員会の委員として後継者計画や業績連動役員報酬の
更なる高度化を図ると共に監査等委員会委員長として、前職までの経験やコーポレー
ト・ガバナンスに関する豊富な知見を踏まえ、経営の意思決定プロセスや業務執行の適
法性・妥当性の監査・監督を実施いただきました。上記の実績に加えて、当社グループ
の属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外取締役（監査等委員）としての職務
を適切に遂行していただいております。

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）
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４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

過去に当社グループの取引先であるKHネオケム株式会社の業務執行者で
ありました。

三菱商事㈱にて、石油事業（販売・需給・精製等）部門を経験し、ほぼ一貫してエネル
ギー部門を歩んできました。同社執行役員就任後、2013年の㈱リチウムエナジージャ
パン取締役副社長を経て、2014年にＫＨネオケム㈱代表取締役社長に就任されまし
た。
同氏は当社において、指名・報酬委員会委員長として後継者計画や業績連動役員報酬の
更なる高度化で成果を上げると共に、監査等委員として経営の意思決定プロセスや業務
執行の適法性・妥当性の監査・監督を実施いただきました。これらの実績に加え、米国
やインドに駐在する等の国際的知見及び会社経営全般に関する豊富な知識と経験を有す
ることから、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただいており
ます 。

また、属性ｊにつきまして、同氏は2019年3月にKHネオケム株式会社の業務執行者を
退任しており、当社の『独立社外取締役の独立性判断基準』である過去5年間において
当社の主要な取引先の業務執行者に該当していた者ではないことから、同氏は十分に独
立性を有していると判断しております。

該当事項はありません。 1980年にアルプス電気株式会社（現アルプスアルパイン株式会社）に入社後、事業開
発本部長や技術本部長などを経て、2012年に同社代表取締役社長に就任されました。
同社は自動車の車載情報機器の開発･販売などモビリティ産業には欠かせない事業を国
内外で幅広く手掛けており、11年間に亘って社長として同社を牽引されました。事業
の拡大のみならず、あるべきガバナンス体制の構築や脱炭素に向けた取り組みなど、企
業に求められる様々な体制構築をされてきました。
同氏は2024年に当社監査等委員である取締役に就任し、適切に監査を行っていただだ
いております。


